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※１　（延べ数）と表示されている箇所は、年間延べ数を記載しています。
※２　量の見込み・確保の数の数値は、平成27年度から平成31年度までの5年間で最大の数値です。

子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

区分

教
育
・
保
育

地
域
子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業

事業の名称

1,121人

322人

82人

282人

1か所

51,372人

403人

403人

30人

2人

4,524人

22,954人

12,632人

515人

226人

662人

1,430人 

451人

73人

298人

1か所

51,372人

403人

403人

30人

2人

4,524人

22,954人

12,632人

536人

226人

662人

平成27年度

平成27年度

平成31年度

平成28年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成29年度

平成27年度

平成27年度

量の見込み
確保数 達成時期

確保方策

教育標準時間認定
（1号認定） ３・４・５歳児

延長保育事業

放課後児童健全育成事業
（学童保育所）

地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター、つどいの広場、子育てひろば）

一時預かり事業
（幼稚園在園児による利用分）

利用者支援事業

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）

養育支援訪問事業

病児保育事業

妊婦健康診査事業

ファミリー・サポート・センター事業
（就学児対象）

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

一時預かり事業
（幼稚園在園児以外による利用分）
（ファミリー・サポート・センター事業（就学前児童対象）を含む。）

保育認定
（2号認定） ３・４・５歳児

保育認定
（3号認定） 

0歳児

1・2歳児

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）
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子ども・子育て支援事業計画とは1
計画策定の趣旨

　蓮田市では、子ども・子育て支援法に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」と次

世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援対策行動計画」の内容を併せ持つ計画と

してこの計画を位置づけます。

　また計画期間は、平成２７年度から平成３１年度までとします。

計画の位置づけ・計画期間

　少子化の急速な進行や待機児童の増加など、家庭や地域の子育てをめぐる環境の変化が

指摘されています。子どもは社会の希望、未来を作る力であり、安心して子どもを生み、育てる

ことのできる社会の実現は社会全体で取り組まなければ

ならない最重要課題の一つです。

　このような子どもと子育てをめぐる社会的背景のもと、

平成２４年８月に「子ども・子育て支援法」をはじめとする

子ども・子育て関連３法が制定されました。 これらの法に

基づく「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年度から

本格的にスタートするにあたり、 市町村は幼児期の質の

高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供を

図るために、「子ども・子育て支援事業計画」を策定する

ことになりました。

基本理念・基本目標・量の見込みと確保の方策

未来を託す子どもたち、
豊かな心と健康を市民みんなで育てよう！

2
基本理念

基本目標
　基本理念に基づき、蓮田市次世代育成支援行動計画を

引き継ぎ、以下の７つの項目を基本目標に掲げます。

　親が安心して子育てができる環境の中で、未来を担う子どもたちが、

豊かな心と希望を持って健やかに育つことは、市民の願いです。

　子育てを親だけの責務と考えず、子育て家庭を地域全体

で支え、次世代を担う子どもたちが地域の中で様々な人と

触れ合い、心身ともに健康で、楽しく成長できるように、

「未来を託す子どもたち、豊かな心と健康を市民みんなで

育てよう！」を蓮田市の基本理念とします。

平成　　　
２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度 ３０年度 ３１年度

蓮田市次世代育成支援行動計画（後期計画）

蓮田市子ども・子育て支援事業計画継続性

蓮田市マスコットキャラクター
『はすぴぃ』　

基本目標１　地域における子育て支援の充実

基本目標２　親と子どもの健康づくりの推進

基本目標３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

基本目標４　安心して子育てできるまちづくり

基本目標５　仕事と子育ての両立への支援

基本目標６　子どもの安全確保の推進 

基本目標７　要保護児童へのきめ細かな取組の推進
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施策の体系3
７つの基本目標を達成するための基本施策は以下のとおりとなっています。

基本目標１　地域における子育て支援の充実

№ 基本施策

１ 家庭における

子育て支援の充実

①ファミリー・サポート・センター事業の
　推進

②一時預かりの推進

２ ①つどいの広場の充実

②地域子育て支援センターの整備充実

③幼稚園などに関する情報提供の促進 

④関係機関連携による相談体制の充実

⑤子育て情報誌の発行 

相談、情報提供に

よる子育て支援

３ ①通常保育事業の充実

②特定教育・保育施設の支援

③地域型保育事業の支援

④家庭保育室の支援

⑤延長保育の拡充

⑥病児・病後児保育事業の実施

⑦保育園の整備・拡充

⑧学童保育所の整備・拡充

⑨学童保育所の保育内容などの充実

⑩保育士、学童保育所指導員などの
　研修の充実

⑪特別支援学校放課後児童クラブの
　運営支援

⑫発達や個性に応じた保育内容の充実

⑬保育サービスに関する情報提供

保育サービスの充実

４ ①青少年育成推進員連絡会の支援

②主任児童委員などの活動の推進

③ＰＴＡ活動への支援

④地域交流機会の提供

⑤子育てサークルの育成支援

⑥子育てに関するボランティア活動の促進

⑦母子保健推進員活動の推進

⑧児童手当の支給、こども医療費助成制度
　などの普及啓発

⑨保育料の経済的負担の軽減

⑩幼稚園就園奨励費の補助

⑪就学援助費の支給

⑫公民館などを利用した子ども向け講座の
　開催

⑬校庭開放など学校施設の活用

⑭子ども読書活動推進事業の実施

⑮保育園の園庭開放

⑯不登校児童・生徒への支援

⑰放課後子供教室の推進

子どもの健全育成

５ ①児童の権利に関する条約の普及 ②児童の権利擁護と尊重の推進子どもの権利が

守られる地域づくり

事　　　　業

基本目標２　親と子どもの健康づくりの推進

№ 基本施策

１ 妊娠期・乳幼児期

からの健康づくり

①両親学級

②電話・来所相談の充実

③妊娠の届出・母子健康手帳の交付

④こども医療費助成制度などの普及啓発

⑤妊婦健康診査の普及啓発

⑥乳幼児健康診査の充実

⑦乳幼児精密健康診査の推進

⑧発達健康相談の充実

⑨予防接種の推進

⑩母子保健推進員による訪問活動の推進

⑪妊産婦・新生児訪問指導の推進
　（乳児家庭全戸訪問事業）

⑫親子教室・親子教室ＯＢ会の開催

⑬子どもの虫歯予防事業の実施

２ ①小児救急医療体制の充実小児医療の充実

３ ①性や性感染症予防に関する正しい
　知識の普及

②喫煙、飲酒防止教育、薬物乱用防止
　教育の充実

思春期における

健康づくり 

４ ①食に関わる団体の活動支援

②食に関する学習会などの開催

③食育の推進連携体制の充実食育の推進

事　　　　業

基本目標３　子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備

№ 基本施策

１ 次代の親の育成 ①子育てなどの意義に関する普及啓発 ②中・高校生などと乳幼児との
　触れ合いの推進

２ ①子どもの学力向上への支援 ②外部人材の活用子どもの生きる力の

育成

３ ①豊かな心を育てる教育、福祉教育の推進

②子どもの体験、交流活動の充実

③文化、芸術活動の推進

④自然や科学と親しむ活動の充実

⑤環境学習の推進

⑥国際交流、地域間交流の推進

⑦ボランティア活動の推進

⑧蓮田の歴史や伝統文化との触れ合いの
　促進

⑨図書館などにおける学習活動の充実

子どもの豊かな心

の育成

４ ①スポーツ活動の推進

②健康教育の推進

③子どもの健康や体力の増進

④スポーツ指導者の活用の推進

健やかな体の育成

５ ①特色ある学校づくりの推進

②教員の資質向上

③安全管理に関する取組の推進

④情報化に対応した教育の推進

⑤国際性を育む教育の推進

⑥特別支援教育の充実

⑦小・中学校の改修

信頼される

学校づくり

事　　　　業
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基本目標４　安心して子育てできるまちづくり

№ 基本施策

１ 住みやすい居住環境

の推進

①住宅の確保に関する情報提供

②融資制度利用の促進

③シックハウス対策の推進

２ ①安全な道路交通環境の整備安全な道路交通

環境の整備

３ ①公共施設などのバリアフリー化の推進

②子育てにやさしい公共施設などの整備

③パパ・ママ応援ショップ事業の実施安心して外出できる

環境の整備

４ ①街路灯などの整備の推進 ②防災対策の充実安全なまちづくり

の推進

５ ①公園の整備推進                      

②児童センター事業の充実

③学校施設の環境整備及び活用の推進

④農林地などの保全及び多面的活用の
　促進

子どもが生き生きと

遊べる環境づくり

事　　　　業

基本目標６　子どもの安全確保の推進

№ 基本施策

１ 子どもの交通安全

対策の推進

①交通安全教育の推進

②交通指導員の配置

③放置自転車対策の推進

④チャイルドシートの正しい使用方法の
　徹底

③街路灯設置及び維持管理

④防犯意識の啓発

２ ①関係機関・団体によるパトロールの実施

②防犯ボランティア活動の推進

子どもを犯罪から

守る環境づくり 

３ ①被害に遭った子どもの保護の推進被害に遭った子ども

の保護の推進

事　　　　業

基本目標７　要保護児童へのきめ細かな取組の推進

№ 基本施策

１ 児童虐待防止に

向けての取組

①児童保護相談の充実

②要保護児童対策地域協議会の推進

③親と子の心の健康づくり対策の推進

④里親制度の普及啓発

⑤養育支援訪問事業の実施

④母子及び寡婦福祉資金貸付制度の周知

⑤優先入所の推進

⑥母子家庭等自立支援給付金事業の実施

④障がい児在宅福祉サービスの充実

⑤障がい児の保護者への経済的支援

２ ①児童扶養手当などの支給及び普及啓発

②ＪＲ通勤定期乗車券割引制度の普及啓発

③母子家庭の母親の就業促進

ひとり親家庭などの

自立支援の推進

３ ①障がい児保育の推進

②早期発見体制の充実

③療育体制の整備

障がいを持つ子ども

への支援

事　　　　業

№ 基本施策

６ 幼児教育の充実 ①認定こども園、幼稚園、保育園、小学校
　との連携

８ ①地域のスポーツ環境の整備

②親子で参加できるイベントの開催

③子ども会など地域活動の機会の充実地域の教育力の

向上

９ ①健全育成対策の充実子どもを取り巻く

有害環境対策の推進

事　　　　業

基本目標５　仕事と子育ての両立への支援

№ 基本施策

１ 仕事と子育ての

両立への支援

①育児休業制度の普及定着 ②再就職・再雇用の情報提供

２ ①男女共同参画意識の普及啓発 ②男性の子育て参加の促進男女共同参画意識

の高揚

事　　　　業

７ ①家庭教育への支援の充実家庭教育への支援

の充実

②教育指導者の活用の推進
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子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策

区分
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育

地
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子
ど
も
・子
育
て
支
援
事
業

事業の名称

1,121人

322人

82人

282人

1か所

51,372人

403人

403人

30人

2人

4,524人

22,954人

12,632人

515人
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1,430人 
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73人

298人

1か所

51,372人

403人

403人

30人

2人

4,524人

22,954人

12,632人

536人

226人

662人

平成27年度

平成27年度

平成31年度

平成28年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成27年度

平成29年度

平成27年度

平成27年度

量の見込み
確保数 達成時期

確保方策

教育標準時間認定
（1号認定） ３・４・５歳児

延長保育事業

放課後児童健全育成事業
（学童保育所）

地域子育て支援拠点事業
（子育て支援センター、つどいの広場、子育てひろば）

一時預かり事業
（幼稚園在園児による利用分）

利用者支援事業

乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）

養育支援訪問事業

病児保育事業

妊婦健康診査事業

ファミリー・サポート・センター事業
（就学児対象）

子育て短期支援事業
（ショートステイ）

一時預かり事業
（幼稚園在園児以外による利用分）
（ファミリー・サポート・センター事業（就学前児童対象）を含む。）

保育認定
（2号認定） ３・４・５歳児

保育認定
（3号認定） 

0歳児

1・2歳児

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）

（延べ数）
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